
宮
城
県
条
例
第
三
十
四
号 

 
 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
条
例 

 

 

（
課
税
の
根
拠
） 

第
一
条 

県
は
、
大
規
模
森
林
開
発
を
伴
う
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
巡
る
状
況
を
踏
ま
え
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
の
地
域
と
の
共
生
の

促
進
に
向
け
て
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

地
域
共
生
促
進
税
を
課
す
る
。 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

  

一 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備 
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備
（
当
該
設
備
に
附
属
す
る
パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
を
含
む
。）

で
あ
っ
て
、
自
家
用
又
は
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ
る
も
の
の
う
ち
、
県
内
の
開
発
区
域
に
当
該
設
備
又
は
そ
の
附
属
設
備
の
全
部
又

は
一
部
が
所
在
し
、
か
つ
、
当
該
開
発
区
域
に
係
る
開
発
行
為
の
着
手
か
ら
そ
の
完
了
後
五
年
を
経
過
し
た
日
ま
で
に
当
該
設
備
又
は
そ
の
附
属
設
備
の
設

置
の
た
め
の
工
事
に
着
手
し
た
も
の
を
い
う
。             

  

二 

附
属
設
備 

配
線
ケ
ー
ブ
ル
、
進
入
路
、
用
水
路
、
調
整
池
、
擁
壁
そ
の
他
の
設
備
等
の
う
ち
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
と
一
体
と
な
っ
て
効

用
を
果
た
す
も
の
を
い
う
。     

  

三 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源 

次
に
掲
げ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
い
う
。 

    

イ 

太
陽
光 

    

ロ 

風
力 

    

ハ 

バ
イ
オ
マ
ス
（
動
植
物
に
由
来
す
る
有
機
物
で
あ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
原
油
、
石
油
ガ
ス
、
可
燃
性
天
然
ガ

ス
及
び
石
炭
並
び
に
こ
れ
ら
か
ら
製
造
さ
れ
る
製
品
を
除
く
。）
を
い
う
。） 

  

四 

開
発
行
為 

土
石
又
は
樹
根
の
採
掘
、
開
墾
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
実
施
主
体
、
実
施
時
期
又
は
実
施
箇
所
の
相
異
に
か

か
わ
ら
ず
一
体
性
を
有
す
る
も
の
（
当
該
行
為
に
係
る
土
地
の
面
積
の
合
計
が
〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。 

  

五 

開
発
区
域 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
有
林
の
区
域
及
び
同
法
第
五
条
第
一
項
の
地
域
森
林
計



画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
の
区
域
の
う
ち
開
発
行
為
が
行
わ
れ
た
区
域
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
区
域
を
含
む
。）
を
い
う
。 

  
六 

総
発
電
出
力 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
ご
と
の
定
格
出
力
の
合
計
値
を
い
う
。 

   

（
納
税
義
務
者
等
） 

第
三
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
県
の
区
域
内
に
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
所
在
す
る
も
の
に
限
る
。）

に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。       

  

一 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
所
有
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備 

  

二 

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
土
地
開
発
公
社
（
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

土
地
開
発
公
社
を
い
う
。）
に
よ
り
開
発
行
為
が
行
わ
れ
た
区
域
に
設
置
さ
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備 

  

三 

太
陽
光
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
以
下
「
太
陽
光
発
電
設
備
」
と
い
う
。）
で
あ
っ
て
、
家
屋
（
住
家
、
店

舗
、
工
場
（
発
電
所
及
び
変
電
所
を
含
む
。）、
倉
庫
そ
の
他
の
建
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
屋
根
そ
の
他
の
当
該
家
屋
を
構
成
す
る
部
分
に
そ
の
全
部

（
パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
を
除
く
。）
が
設
置
さ
れ
た
も
の 

  

四 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
及
び
附
属
設
備
の
全
部
が
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
二
条
の

三
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
計
画
に
基
づ
き
使
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備 

  

五 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
及
び
附
属
設
備
の
全
部
が
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
設
備
整
備
計
画
に
基
づ
き
使
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備 

  

六 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
号
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
が
認
め
、
知
事
が
認
定
し
た
事
業
計
画
に
基
づ
き
使
用
さ
れ
る
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備 

  

（
課
税
地
） 

第
四
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
課
税
地
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
所
在
地
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
地
を
不
適
当
と
認
め
る
場
合
又
は
こ
れ
に
よ
り
難
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
に
課
税
地
を
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 



 
（
賦
課
期
日
） 

第
五
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
賦
課
期
日
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
一
月
一
日
と
す
る
。 

  

（
課
税
標
準
） 

第
六
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
課
税
標
準
は
、
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
総
発
電
出
力
（
そ
の
値
に
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
値
）
と
す
る
。 

２ 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
県
の
区
域
の
内
外
に
わ
た
る
場
合
に
お
け
る
総
発
電
出
力
の
値
は
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
面

積
に
対
す
る
、
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
部
分
の
設
置
面
積
の
割
合
を
、
前
項
の
総
発
電
出
力
の
値
に
乗
じ
て
得
た
値
と
す
る
。   

３ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
総
発
電
出
力
の
値
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
及
び
附
属
設
備
の
う
ち
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
部
分
の
設

置
面
積
に
対
す
る
、
当
該
設
置
面
積
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
設
置
面
積
を
減
じ
て
得
た
値
の
割
合
を
、
第
一
項
の
総
発
電
出
力
の
値
（
前
項
の
規
定
に
該
当

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
得
た
値
）
に
乗
じ
て
得
た
値
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
と

一
体
と
な
っ
て
効
用
を
果
た
す
附
属
設
備
に
係
る
設
置
面
積
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
う
ち
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る

部
分
の
設
置
面
積
に
応
じ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

一 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
又
は
附
属
設
備
が
開
発
区
域
の
内
外
に
わ
た
る
場
合
（
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。） 

県
の
区
域
内
か
つ
開

発
区
域
外
に
所
在
す
る
部
分
の
設
置
面
積 

  

二 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
又
は
附
属
設
備
の
一
部
が
第
三
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

県
の
区
域
内
に
所
在
し
、
か
つ
、
同
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
す
る
部
分
の
設
置
面
積 

  

三 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
又
は
附
属
設
備
が
開
発
区
域
の
内
外
に
わ
た
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
又
は
附
属

設
備
の
一
部
が
第
三
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合 
県
の
区
域
内
に
所
在
し
、
か
つ
、
開
発
区
域
外
に
所
在
し
又
は
こ
れ
ら
の
号
に
該
当

す
る
部
分
の
設
置
面
積 

  

（
税
率
） 

第
七
条 

太
陽
光
発
電
設
備
に
対
し
て
課
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
税
率
は
、
総
発
電
出
力
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
つ
き
、
六
百
二
十
円
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
太
陽
光
発
電
設
備
が
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第



五
項
に
規
定
す
る
認
定
発
電
設
備
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
太
陽
光
発
電
設
備
に
係
る
調
達
価
格
（
同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
調
達
価
格
を
い
う
。）

か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
除
い
た
額
（
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
税
抜
調
達
価
格
」
と
い
う
。
）
が
十
円
以
上
の
場
合
は
、

当
該
税
抜
調
達
価
格
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
よ
っ
て
区
分
し
、
総
発
電
出
力
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
つ
き
、
当
該
区
分
に
応
ず
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
額
を
税
率
と
す
る
。 

 

 



 
第
八
条 

風
力
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
対
し
て
課
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
税
率
は
、

総
発
電
出
力
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
つ
き
、
二
千
四
百
七
十
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
発
電
設
備
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
税
抜
調
達
価

格
が
十
六
円
以
上
の
場
合
は
、
当
該
税
抜
調
達
価
格
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
よ
っ
て
区
分
し
、
総
発
電
出
力
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
つ
き
、
当
該
区
分

に
応
ず
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
税
率
と
す
る
。 

 

 

第
九
条 

バ
イ
オ
マ
ス
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
対
し
て
課
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の

税
率
は
、
総
発
電
出
力
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
つ
き
、
千
五
十
円
と
す
る
。 

  

（
賦
課
徴
収
に
関
す
る
申
告
の
義
務
） 

第
十
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
納
税
義
務
が
あ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
所
有
者
は
、
毎
年
一
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
つ
い
て
、
そ
の
所
在
地
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
種
類
、
総
発
電
出
力
そ
の
他
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促

進
税
の
賦
課
徴
収
に
必
要
な
事
項
と
し
て
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
所
有
者
が
引
き
続

き
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
所
有
し
、
か
つ
、
そ
の
申
告
す
べ
き
事
項
に
異
動
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 



 
（
徴
収
の
方
法
） 

第
十
一
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
る
。 

  

（
納
期
） 

第
十
二
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
納
期
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

    

第
一
期 

四
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で 

    

第
二
期 

七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で 

    

第
三
期 

十
二
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で 

    

第
四
期 

翌
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
末
日
ま
で 

２ 

知
事
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
納
期
に
よ
り
難
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
納
期
を
指
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
納
付
額
） 

第
十
三
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
各
納
期
の
納
付
額
は
、
当
該
年
度
分
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
額
を
そ
の
納
期
の
数

で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
納
付
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
納
付
額
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は

そ
の
全
額
は
、
全
て
第
一
期
の
納
付
額
に
合
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
納
期
前
の
納
付
） 

第
十
四
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
納
税
者
は
、
納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
納
付
額
の
う
ち
、
到
来
し
た
納
期
に
係
る
納
付
額
に
相
当
す

る
金
額
の
税
金
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
納
期
の
後
の
納
期
に
係
る
納
付
額
に
相
当
す
る
金
額
の
税
金
を
あ
わ
せ
て
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

  



 
（
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
） 

第
十
五
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
所
有
者
が
、
第
十
条
又
は
次
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
又
は
報
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が

な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
十
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。 

２ 

前
項
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す
る
納
額
告
知
書
に
指
定
す
る
納
期
限
は
、
そ
の
発
付
の
日
か
ら
十
日
以
内
と
す
る
。 

  

（
減
免
） 

第
十
六
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
で
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税

を
減
免
す
る
。 

  

一 

賦
課
期
日
後
に
、
第
三
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備 

二 

家
屋
が
所
在
す
る
開
発
区
域
内
に
設
置
さ
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
で
あ
っ
て
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
用
い
て
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
を
専
ら
当
該
家
屋
に
お
い
て
消
費
（
当
該
家
屋
に
お
い
て
行
う
事
業
の
用
に
消
費
す
る
場
合
を
含
む
。
）
す

る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
定
し
た
も
の 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
す
べ
き
税
額
は
、
課
税
す
べ
き
金
額
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
賦
課
期
日
後
に
納
税
義
務
が
消
滅
し
た
者
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
消
滅
し
た
日
前
ま
で
に
納
期
の
末
日
の
到
来
し
た
も
の
に
限
る
。）
の
全
額
と
す
る
。
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
又
は
附
属
設
備
の

一
部
が
開
発
区
域
内
に
所
在
し
、
当
該
開
発
区
域
内
に
あ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
及
び
附
属
設
備
の
全
部
が
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
も
、

同
様
と
す
る
。 

３ 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
及
び
附
属
設
備
の
一
部
が
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
（
前
項
後
段
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
減
免

す
べ
き
税
額
は
、
課
税
す
べ
き
金
額
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
及
び
附
属
設
備
の
設
置
面
積
に
対
す
る
同
号
に
該
当
す
る
部
分
の
設
置
面
積
の
割

合
（
次
項
に
お
い
て
「
促
進
区
域
等
設
置
面
積
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
と
一
体
と
な
っ
て
効
用
を
果
た
す
附
属
設
備
に
係
る
設
置
面
積
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
う
ち
県
の
区
域
内
に

所
在
す
る
部
分
の
設
置
面
積
に
応
じ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
日
後
に
同
項
に
定
め
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
減
免
す
べ
き
税
額
は
、
当
該
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
日
以

後
に
納
期
の
末
日
の
到
来
す
る
税
額
の
全
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
金
額
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
促
進
区

域
等
設
置
面
積
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。 



５ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
を
受
け
た
者
は
、
所
有
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
同
項
の
規
定
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
規
則
で
定

め
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
に
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
該
当
し
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。   

６ 

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
を
受
け
た
者
が
所
有
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認

め
た
場
合
に
は
、
当
該
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
ま
で
遡
っ
て
そ
の
減
免
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。      

 

  

（
減
免
の
手
続
） 

第
十
七
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
四
月
三
十
日
ま
で
に
、
該

当
す
る
減
免
要
件
、
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、

そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
減
免
の
措
置
） 

第
十
八
条 

知
事
は
、
前
条
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
審
査
の
上
、
減
免
の
処
分
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税

の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
第
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
減
免
を
受
け
て
い
た
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
納
税
義
務
の
消
滅
に
係
る
税
額
等
） 

 

第
十
九
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
利
用
し
て
行
う
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
け
る
税
額
は
、
そ
の
廃
止
の
日
前
ま

で
に
納
期
の
末
日
の
到
来
し
た
も
の
の
全
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
は
、
廃
止
理
由
、
廃
止
年
月
日
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
付

し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
（
事
業
者
等
へ
の
協
力
要
請
） 

第
二
十
条 

徴
税
吏
員
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
事
業
者
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
法
人
を
含
む
。）
又
は
官
公
署
に
、
当
該
調
査
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
簿
書
及
び
資
料
の
閲
覧
又
は
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
賦
課
徴
収
） 

第
二
十
一
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
四
条
、

第
四
条
の
二
、
第
七
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
六
条
の
四
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
条
、
第
百
六
十

九
条
並
び
に
附
則
第
三
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
例
第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
県
税
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
」
と
、
同
条
例
第
七
条
第
一
項
中
「
普
通
徴
収
に
係
る
県
税
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
」

と
、
同
条
第
二
項
及
び
同
条
例
第
八
条
第
一
項
中
「
県
税
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
」
と
、
同
条
例
第
十
三
条
第
一
項
中
「
こ

の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
条
例
（
令
和
五
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
四
号
）
」
と
、
同
条
例
第
百
六
十
九
条
中
「
こ
の

条
例
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
条
例
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
法
、
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
二
百
四
十
五
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

  

（
県
税
事
務
所
長
に
対
す
る
知
事
の
権
限
の
委
任
） 

第
二
十
二
条 

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
課
税
地
所
管
の
県
税
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。 

  

一 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
に
係
る
徴
収
金
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
項
（
第
三
条
第
六
号
及
び
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
認

定
を
除
く
。） 

  

二 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
に
係
る
過
料
の
納
額
告
知
及
び
徴
収
に
関
す
る
事
項 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
し
た
事
項
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
県
税
事
務
所
長
に
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
委
任
） 

第
二
十
三
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 



      

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
法
第
二
百
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
の
同
意
を
得
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
適
用
除
外
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

  

一 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
開
発
区
域
に
お
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
又
は
附
属
設
備
の
設
置
の
た
め
の

工
事
に
着
手
し
た
も
の 

  

二 

施
行
日
前
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
又
は
附
属
設
備
の
設
置
を
目
的
と
し
た
開
発
行
為
に
着
手
し
た
開
発
区
域
に
所
在
す
る
も
の 

  

三 

施
行
日
前
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
又
は
附
属
設
備
の
設
置
以
外
の
目
的
で
開
発
行
為
に
着
手
し
、
か
つ
、
施
行
日
前
に
そ
の
目
的
が
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
又
は
附
属
設
備
の
設
置
に
変
更
さ
れ
た
開
発
区
域
に
所
在
す
る
も
の 

  

（
こ
の
条
例
の
失
効
） 

３ 

こ
の
条
例
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

４ 

こ
の
条
例
は
、
施
行
日
か
ら
こ
の
条
例
の
失
効
の
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
対
し
て
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き

で
あ
っ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 


